
2015.10 482015.1049

　

た
だ
し
、
記
載
さ
れ
て
い
た
番
号

が
違
っ
て
い
て
は
意
味
が
な
い
の
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書

等
を
行
政
機
関
に
提
出
す
る
と
き
や
、

支
払
調
書
の
作
成
者
な
ど
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
伝
え
る
と
き
は
、
厳
格
な

本
人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（
Ｑ
２
参
照
）。

府
の
広
報
資
料
に
よ
れ
ば
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
「
行
政
を

効
率
化
し
、
国
民
の
利
便
性
を
高
め
、

公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た

め
の
社
会
基
盤
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
国
民
（
お
よ
び
国
内
居

住
の
外
国
人
）
に
対
し
て
、
１
つ
ず

つ
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
割
り

振
り
、
そ
の
番
号
を
も
っ
て
、
税
、

社
会
保
障
制
度
、
そ
の
他
の
行
政
手

続
き
な
ど
を
行
え
ば
、
公
平
な
税
務

執
行
、
適
切
な
社
会
保
障
給
付
な
ど

に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
税
に
つ
い
て
は
、
税
務
署

は
、
納
税
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
確
定

申
告
書
の
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
、

給
与
や
配
当
な
ど
の
支
払
者
か
ら
提

出
さ
れ
る
支
払
調
書
な
ど
と
突
合
す

る
こ
と
で
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
現
在
、
こ
れ
ら
は
住
所
・
氏

名
等
に
よ
っ
て
突
合
を
行
っ
て
い
る

た
め
、
例
え
ば
、
氏
名
に
旧
字
体
が

含
ま
れ
て
い
た
り
、
住
所
変
更
が
あ

っ
た
り
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

う
ま
く
突
合
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

る
。
確
定
申
告
書
や
支
払
調
書
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
れ
ば
、
１
つ

し
か
な
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
効

率
的
に
名
寄
せ
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
（
Ｑ
３
〜
５
参
照
）。

社
会
保
障
給
付
の

効
率
的
な
手
続
き
が
可
能
に

　

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
も
、
申

請
書
等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
、

行
政
機
関
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い

て
他
の
自
治
体
と
情
報
連
携
を
行
う

こ
と
で
、
社
会
保
障
給
付
手
続
き
を

よ
り
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
（
Ｑ
６
参
照
）。

10月から「通知カード」の送付がスタート！

Q&Aで学ぶ
マイナンバー
必須知識

大和総研　金融調査部
制度調査課　研究員 是枝 俊悟

10月から始まるマイナンバーの「通知カード」送付に伴い、
FPもお客さまからマイナンバーについての質問を受けることが考えられます。

そこで、本特別企画では、FPとして最低限押さえておきたい
マイナンバーの基本的な事項についてQ&A形式で解説します。

政

成
27
年
10
月
５
日
以
後
、
市

町
村
か
ら
、
各
世
帯
の
住
民

票
上
の
住
所
宛
て
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
と
い
わ
ゆ
る
基
本
４
情
報
（
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
）
を
記
載

し
た
紙
製
の
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
簡

易
書
留
で
送
ら
れ
て
く
る
。

　

こ
の
通
知
カ
ー
ド
は
、
銀
行
や
証

券
会
社
な
ど
（
Ｑ
３
参
照
）、
勤
め

先
（
Ｑ
４
参
照
）、
税
務
署
（
Ｑ
５

参
照
）、
社
会
保
障
制
度
の
実
施
機

関
（
Ｑ
６
参
照
）
な
ど
に
、
自
分
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
告
知
す
る
と
き
に
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
正
し
い
も
の
で
あ

る
か
を
確
認
す
る
の
に
使
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
通
知
カ
ー
ド
だ
け

成
28
年
１
月
１
日
以
後
に
図

表
１
に
掲
載
さ
れ
た
取
引
を

行
う
場
合
は
、
原
則
、
最
初
に
支
払

で
は
、
他
人
が
な
り
す
ま
し
て
通
知

カ
ー
ド
を
提
示
し
て
い
る
可
能
性
を

排
除
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
前
述

の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
告
知
の

際
に
は
、
番
号
確
認
に
加
え
、
原
則
、

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
（
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を
提
示
す
る
必
要

が
あ
る
（
身
元
確
認
）。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
告
知
す
る
際
に
は
、
番
号
確

認
と
身
元
確
認
の
両
方
が
必
要
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
１
枚
で

番
号
確
認
と
身
元
確
認
が
可
能

　

も
っ
と
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
告

知
の
た
び
に
、
通
知
カ
ー
ド
と
身
分

い
を
受
け
る
と
き
等
ま
で
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
含
む
告
知
と
本
人
確
認

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

平

平 証
の
２
枚
を
携
帯
す
る
と
い
う
の
は

面
倒
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
番

号
確
認
と
身
元
確
認
を
１
枚
の
カ
ー

ド
で
行
え
る
よ
う
に
し
た
も
の
が

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
だ
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
、
基
本
４
情
報
（
氏
名
、
住

所
、
生
年
月
日
、
性
別
）、
顔
写
真

を
記
載
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
で
あ
る
。
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
取
得
は
、
強
制
で
は
な
く
任
意

で
あ
る
。
な
お
、
発
行
手
数
料
は
か

か
ら
な
い
（
無
料
）。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
場

合
、
通
知
カ
ー
ド
を
送
付
し
た
簡
易

書
留
に
同
封
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
申
請
書
類
に
署
名
ま
た
は
記

名
・
押
印
し
、
写
真
を
添
付
し
て
、

返
信
用
封
筒
で
返
送
す
る
。
写
真
は

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
撮
影
し
た
も
の

で
も
可
能
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

申
請
も
可
能
と
な
る
予
定
だ
。
そ
の

後
、
平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
に
市

町
村
か
ら
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
と
通
知
カ

ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認

書
類
を
持
参
し
て
、
指
定
さ
れ
た
窓

口
に
行
き
、
本
人
確
認
を
受
け
れ
ば
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
る
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け

る
際
、
通
知
カ
ー
ド
は
、
市
町
村
に

返
納
す
る
必
要
が
あ
る
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
と
通
知
カ
ー
ド
の
両
方
を
保

有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

の

１
人
ず
つ
番
号
を
割
り
振
る
こ
と
で

税
や
社
会
保
障
の
手
続
き
を
公
平
に

Q1
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
ど
ん
な
目
的
で
導
入
さ
れ
た
の
？

通
知
カ
ー
ド
だ
け
の
場
合
は

手
続
き
時
に
身
分
証
の
提
示
が
必
要

Q2
通
知
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
違
い
は
何
？

平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
の
取
引
で
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
の
告
知
が
必
要

Q3
金
融
取
引
に
は
ど
ん
な
影
響
が
あ
る
の
？
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は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
）。

　

扶
養
家
族
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、

社
員
本
人
が
扶
養
家
族
等
の
通
知
カ

ー
ド
を
見
て
扶
養
家
族
等
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
と
申
告
書
に
記
載
す
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
（
扶
養
家
族

等
の
通
知
カ
ー
ド
は
人
事
担
当
者
等

へ
の
提
示
は
不
要
で
あ
る
）。

配
偶
者
控
除
の
所
得
要
件
の

確
認
に
も
活
用
さ
れ
る

　

平
成
28
年
分
の
給
与
か
ら
、
社
員

本
人
に
配
ら
れ
る
源
泉
徴
収
票
や
税

務
署
に
送
付
さ
れ
る
支
払
調
書
に
社

員
本
人
お
よ
び
扶
養
家
族
等
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
導
入
後
は
、
配

偶
者
控
除
等
の
「
所
得
要
件
」
を
満

た
し
て
い
る
か
、
同
一
の
人
に
対
し

て
複
数
人
の
家
族
で
二
重
に
扶
養
控

除
等
を
受
け
て
い
な
い
か
に
、
特
に

気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

配
偶
者
控
除
は
、
配
偶
者
の
合
計

所
得
金
額
38
万
円
以
下
（
給
与
収
入

で
１
０
３
万
円
以
下
）
の
場
合
に
限

　

平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
開
設

し
た
口
座（
既
存
口
座
）に
お
い
て
も

番
号
の
告
知
は
必
要
で
あ
る
。
た
だ

し
、住
所
、氏
名
な
ど
に
変
更
が
な
い

限
り
、
経
過
措
置
に
よ
り
告
知
等
の

期
限
は
、
平
成
31
年
１
月
１
日
以
後

最
初
に
支
払
い
を
受
け
る
と
き
等
ま

で
延
期
さ
れ
て
い
る（
図
表
１
参
照
）。

支
払
調
書
等
に
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
る

　

平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
の
支
払

り
所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
も
の
だ

が
、
実
際
に
は
配
偶
者
の
所
得
が
こ

れ
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

誤
っ
て
配
偶
者
控
除
の
適
用
を
受
け

る
旨
を
申
告
書
に
記
入
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
複
数
人
の
親
族
で
１
人
の

親
族
を
扶
養
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
扶
養
控
除
を
受
け
ら
れ
る
の

は
１
人
だ
け
だ
が
、
誤
っ
て
重
複
し

て
申
請
書
に
記
入
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

い
に
係
る
支
払
調
書
等
か
ら
、
調
書

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
経
過
措
置
に
よ
り
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
告
知
し
て
い
な
い
間
は
調

書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
記
載
さ
れ
な

い
。

　

銀
行
口
座
の
場
合
、
預
貯
金
の
み

の
取
引
で
（
公
社
債
や
投
資
信
託
の

取
引
が
な
く
）
国
外
送
金
も
行
わ
な

い
場
合
は
、
当
面
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
告
知
は
必
要
な
い
（
今
後
に
つ
い

て
は
Ｑ
７
参
照
）。

社
員
の
場
合
、
勤
め
先
の
会

社
に
本
人
や
扶
養
家
族
等
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
伝
え
る
必
要
が
あ

る
。
一
般
的
に
は
、
来
年
（
平
成
28

年
）
の
年
末
に
お
け
る
年
末
調
整
の

際
に
会
社
に
提
出
す
る
「
給
与
所
得

者
の
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書

（
以
下
、
申
告
書
）」
に
マ
イ
ナ
ン
バ

こ
で
は
、
本
人
（
と
そ
の
家

族
）
だ
け
で
事
業
を
行
い
、

他
人
を
雇
用
し
て
い
な
い
個
人
の
自

営
業
者
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

一
般
的
に
、自
営
業
者
の
仕
入
れ
・

売
上
に
関
し
て
取
引
先
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
伝
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

一
般
的
に
は
取
引
先
か
ら
仕
入
れ
・

ー
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
通
知
カ

ー
ド
を
人
事
担
当
者
等
に
提
示
し
、

社
員
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
正
し

い
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
（
通
常
、

入
社
時
に
身
分
証
に
よ
る
本
人
確
認

は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
身

分
証
に
よ
る
本
人
確
認
を
行
う
こ
と

売
上
の
実
績
に
つ
い
て
税
務
署
に
支

払
調
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

ま
た
、
給
与
所
得
者
の
よ
う
に
勤
め

先
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
告
知
す
る
こ

と
も
な
い
。
こ
の
た
め
、
税
に
関
す

る
自
営
業
者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
告
知
は
、
ほ
と
ん
ど
税
務
署
に

対
し
て
の
も
の
と
な
る
。

会

こ

　

こ
れ
ま
で
も
、
税
務
署
は
支
払
調

書
等
に
記
載
さ
れ
た
住
所
・
氏
名
等

を
用
い
て
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除

が
適
正
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確

認
し
て
い
た
が
、
住
所
・
氏
名
等
だ

け
で
は
情
報
を
十
分
に
突
合
で
き
ず
、

結
果
的
に
誤
っ
た
申
告
が
見
過
ご
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
導
入

後
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
情
報

を
突
合
で
き
る
た
め
、
誤
っ
た
申
告

を
確
認
す
る
の
が
容
易
に
な
る
。

書
類
の
提
出
時
に
は

身
元
確
認
も
必
要
に
な
る

　

自
営
業
者
は
、
毎
年
、
税
務
署
に

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
。
ま
た
、

開
業
・
廃
業
の
際
、
青
色
申
告
の
申

請
、
消
費
税
の
課
税
・
免
税
の
選
択
、

消
費
税
の
簡
易
課
税
制
度
の
選
択
な

ど
の
際
に
も
、
税
務
署
に
申
請
書
や

届
出
書
を
提
出
す
る
（
図
表
２
）。

　

こ
れ
ら
の
税
務
署
に
提
出
す
る
書

類
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
分
の
所
得
、

ま
た
は
平
成
28
年
１
月
１
日
以
後
に

提
出
す
る
書
類
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
記
載
事
項
に
加
わ
る
。
な
お
、

確
定
申
告
書
類
や
こ
れ
ら
の
申
請

書
・
届
出
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る

際
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
人
確

認
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
税
法
上
求

め
ら
れ
て
い
な
い
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
記
載

事
項
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
含
ま
れ
る

と
、
Ｑ
２
で
述
べ
た
よ
う
な
番
号
確

認
と
身
元
確
認
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
か
ら
は
、
税
務
署
に
届
出
に
行
く

際
に
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
ま
た
は
、

図表１　金融取引・口座開設等における個人番号の告知と支払調書への記載（主なもの）
個人番号の告知（原則） 既存口座等に係る経過措置 支払調書等

株式等の
譲渡代金の受取り

平成28年１月１日以後最初
の支払いを受けるまでに個
人番号を含む告知が必要

既存口座については平成31年１月１日以
後最初の支払いを受けるまでに個人番号
の告知が必要

平成28年１月１日以後の支払いに関する支払
調書・支払通知書から個人番号が記載される
（３年の経過措置あり）※

公社債の利子、
公募公社債投信の分配金など

株式の配当、
株式投信の分配金など

特定口座

平成28年１月１日以後の口
座開設等に個人番号を含む
告知が必要

既存口座については平成31年１月１日以
後最初の支払いを受けるまでに個人番号
の告知が必要

平成28年分の特定口座年間取引報告書から個
人番号が記載される（３年の経過措置あり）※

NISA口座 平成28年分の年間取引報告書から個人番号が
記載される（３年の経過措置あり）※

ジュニアNISA口座 ― 平成28年分の特定口座年間取引報告書から個
人番号が記載される

マル優・特別マル優 （平成27年末までに提出された個人番号の
ない口座開設は有効で、以後、住所・氏
名等の変更などにより最初に手続きを行
う際に個人番号を告知する）

（非課税の扱いを受ける利子等は支払調書は
提出されない）

財形年金・財形住宅

先物取引
平成28年１月１日以後最初
に差金等決済をするまでに
個人番号を含む告知が必要

既存口座については平成31年１月１日以
後最初の支払いを受けるまでに個人番号
の告知が必要

平成28年１月１日以後の差金決済に係る支払
調書から個人番号が記載される（３年の経過
措置あり）※

金地金等の
譲渡代金の受取り

平成28年１月１日以後最初
の支払いを受けるまでに個
人番号を含む告知が必要

金地金を購入した営業所等において当該
金地金を譲渡する場合、購入時に氏名・
住所等を告知していれば、平成30年末ま
での当該金地金の譲渡については個人番
号の告知は不要

平成28年１月１日以後の支払いに係る支払調
書から個人番号が記載される（３年の経過措
置あり）※

国外送金
平成28年１月１日以後行う
国外送金等の際に個人番号
を含む告知が必要

既存の口座を用いて国外送金等を行う場
合、平成30年末までの海外送金等は個人
番号の告知は不要

平成28年１月１日以後の国外送金に係る国外
送金等調書から個人番号が記載される（３年
の経過措置あり）※

※経過措置の適用により、既存口座について個人番号の告知が行われていないときは、支払調書等に個人番号は記載されない。
（出所）大和総研作成
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す
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た
り
利
用
し
た
り
す
る
際
に
各
制
度

の
実
施
機
関
に
提
出
す
る
申
請
書
等

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　

も
う
１
つ
は
、
各
制
度
の
実
施
機

関
が
、
保
険
料
や
利
用
料
等
の
金
額
、

制
度
利
用
の
可
否
等
を
判
定
す
る
た

際
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

国
の
行
政
機
関
に
関
し
て
は
平
成
29

年
１
月
、
地
方
公
共
団
体
で
は
平
成

29
年
７
月
の
予
定
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
社
会
保
障
制
度
の
各
種

の
申
請
の
際
に
住
民
票
や
所
得
証
明

書
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
が
、

通
知
カ
ー
ド
と
顔
写
真
付
き
の
身
分

証
）
を
携
帯
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う

だ
。

　

な
お
、
税
理
士
、
弁
護
士
な
ど
の

士
業
関
係
者
、
開
業
医
な
ど
は
、
収

入
（
所
得
）
に
つ
き
源
泉
徴
収
の
対

め
に
、
利
用
者
の
所
得
等
の
状
況
に

つ
い
て
他
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共

団
体
（
行
政
機
関
等
）
に
照
会
を
求

め
る
際
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い

た
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
情
報

提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
が
実

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
制

度
の
実
施
機
関
は
こ
れ
ら
の
情
報
を

シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
た
め
、
申
請
の
際
の
添
付
書

類
が
減
っ
て
制
度
が
利
用
し
や
す
く

な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

場
合
は
、
税
務
署
だ
け
で
な
く
、
取

引
先
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
伝
え
る

局
面
が
あ
る
。
ま
た
、
支
払
調
書
に

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

号
法
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
利
用
で
き
る
制
度
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。
社
会
保
障
制
度
に
お

い
て
は
、
各
制
度
の
保
険
料
、
利
用

料
等
の
徴
収
や
、
給
付
を
行
う
際
に
、

各
制
度
の
実
施
機
関
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
番

号
法
に
定
め
ら
れ
た
社
会
保
障
制
度

の
主
な
も
の
は
、
図
表
３
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

ま
た
、
番
号
法
に
定
め
ら
れ
て
い

な
く
て
も
、
地
方
自
治
体
（
都
道
府

県
、
市
区
町
村
）
が
条
例
で
定
め
れ

ば
、「
社
会
保
障
、
地
方
税
又
は
防

災
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
事
務
」
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
地
方
自
治
体
が
実
施
す
る

子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
事
業
な
ど

に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

制
度
利
用
の
要
件
を
満
た
す
か

判
断
す
る
際
に
も
使
わ
れ
る

　

社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
使
わ
れ
る
場
面
は
、
主
に

２
つ
で
あ
る
。

　

１
つ
は
、
国
民
が
制
度
に
加
入
し

番
月
３
日
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

利
用
範
囲
を
拡
大
す
る
改
正

法
が
衆
議
院
で
可
決
・
成
立
し
た
。

こ
の
改
正
法
に
よ
り
、
銀
行
等
の
金

融
機
関
は
、
預
貯
金
口
座
を
持
つ
人

の
情
報
を
当
該
預
金
者
等
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
に
よ
り
検
索
で
き
る
状
態
で

管
理
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
預
貯
金
口
座
を
持
つ
人
に
は
、

銀
行
等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
告
知
す

る
義
務
は
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
予

定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
は
任
意

で
預
貯
金
口
座
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

紐
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
は
平
成
30
年
か

ら
の
実
施
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

改
正
法
で
は
、
預
貯
金
口
座
へ
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
へ
の
任
意
の
紐
づ
け

を
開
始
し
て
か
ら
３
年
を
目
途
と
し

て
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
紐
づ
け
促
進

の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
預
貯
金
口
座
へ

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
紐
づ
け
が
義
務

付
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
６
年
程
度

先
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提

示
な
し
で
は
、
預
貯
金
口
座
の
新
規

９

図表２　自営業者が税務署に提出する書類のうちマイナンバーの記載が必要になるもの（主なもの）

 

書面の名称 提出する場合 書類の提出期限（原則）
マイナンバーの記載

いつから だれの

開
業
・
廃
業

個人事業の開業・
廃業等届出書

○新たに事業を開始したとき、
○事業用の事務所・事業所を新設、
増設、移転、廃止したとき
○事業を廃止したとき

当該事実があった日から
１ヵ月以内

平成28年１月１日以後の
申請書・届出書の
提出から

本人事業廃止届出書（消費税） 消費税の課税事業者が事業を廃止
したとき 速やかに

青
色
申
告

青色申告承認申請書 青色申告の承認を受けようとする
とき

青色申告を開始する年の
３月15日まで

青色申告の取りやめ届出書 青色申告をやめようとするとき 青色申告をやめる年の
翌年３月15日まで

青色事業専従者給与に関する
届出書・変更届出書

青色事業専従者給与額を必要経費
に算入しようとするとき

青色事業専従者給与額を必要経費
に算入しようとする年の３月15日
まで 本人、

専従者（注１）
青色専従者に支払う給与の金額の
基準を変更するとき 遅滞なく

消
費
税

消費税課税事業者選択届出書 消費税の免税事業者が課税事業者
になることを選択するとき

変更する年の前年末日まで

本人

消費税課税事業者選択
不適用届出書

消費税の課税事業者が免税事業者
に戻ることを選択するとき

消費税の納税義務者で
なくなった旨の届出書

消費税の課税事業者が売上高基準
により免税事業者となるとき 速やかに

消費税簡易課税制度選択届出書 消費税の簡易課税制度を
適用するとき

変更する年の前年末日まで
消費税簡易課税制度選択
不適用届出書

消費税の簡易課税制度の
適用をやめるとき

確
定
申
告

所得税の確定申告書 所得税の
申告義務者である場合

各年分につき、翌年の２月16日
から３月15日まで 平成28年分の

確定申告書から

本人、配偶者、
扶養親族、専従者

消費税の確定申告書 消費税の
課税事業者である場合

各年分につき、翌年の１月１日
から３月31日まで 本人

（注１）執筆日現在の法令では専従者のマイナンバーは記載事項に含まれていないが、執筆日現在公表されている未確定の様式案に
は専従者のマイナンバーが記載事項に含まれている。

（注２）（注１）を除き、執筆日現在の法令に基づいて記載している。別途定められる様式により記載事項が追加・変更される可能
性もある。

（出所）大和総研作成

図表３　番号法に定められたマイナンバーを利用できる社会保障制度
　　　　（主なもの）

労働保険
等

雇用保険

子育て・
教育

母子健康手帳の交付等

労災保険 予防接種の実施

職業訓練受講給付金
（求職者支援制度） 児童手当

医療・
介護

国民健康保険 児童扶養手当（母子世帯・父子世帯）

健康保険（健保組合、協会けんぽ） 保育所・幼稚園等

共済組合の短期給付＊ 高等学校等就学支援金（高校無償化）

後期高齢者医療制度 日本学生支援機構による奨学金の貸
与（大学等）介護保険

特定医療費の支給（難病患者）＊

障害者

障害者手帳の交付

年金

国民年金＊ 障害者支援施設等

国民年金基金＊ 特別支援学校への就学奨励

厚生年金
（共済年金はH27.10に厚生年金に統
合）＊

特別児童扶養手当（障害をもつ児童）

障害児福祉手当
（重度の障害をもつ児童）

厚生年金基金＊ 特別障害者手当（重度の障害者）

確定給付企業年金＊ 自立支援給付等

確定拠出年金（個人型・企業型）＊
災害対策

被災者台帳の作成

困窮者 生活保護 被災者生活再建支援金

（注）番号法ではマイナンバーを利用できるものとされているものの、その具体的な利用局
面を定める政省令等が本稿執筆時点で未制定と思われるものに＊印を付した

（出所）大和総研作成
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イ
ナ
ン
バ
ー
が
導
入
さ
れ
る

と
所
得
や
社
会
保
険
の
加
入

状
況
、
給
付
の
状
況
な
ど
の
個
人
情

報
が
国
に
一
元
管
理
さ
れ
て
し
ま
い
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
流
出
し
た
ら
、
芋

づ
る
式
に
情
報
を
入
手
し
て
悪
用
さ

れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

国
は
様
々
な
対
策
を
取
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
様
々
な

個
人
情
報
と
紐
づ
け
て
行
政
機
関
が

利
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
１
つ
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
こ
れ
ら
の
情
報
が

「
一
元
管
理
」さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
、
各
制
度
の
実
施
機
関
は

そ
の
制
度
に
か
か
る
個
人
情
報
だ
け

を
保
持
し
、
そ
れ
以
外
の
情
報
が
必

要
に
な
る
と
き
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ

マ 開
設
を
受
け
付
け
な
い
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
、
も
う
少
し
早
く
か
ら
始

ま
る
か
も
し
れ
な
い
。

預
金
情
報
を
照
会
し

生
活
保
護
の
審
査
を
行
う

　

預
貯
金
に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
紐

づ
け
ら
れ
る
と
、「
資
産
」
を
支
給

要
件
と
す
る
社
会
保
障
制
度
に
つ
い

て
、
社
会
保
障
制
度
の
実
施
機
関
が

銀
行
等
に
預
貯
金
の
情
報
を
請
求
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

　

例
え
ば
、
生
活
保
護
制
度
に
お
い

て
は
、
本
人
の
保
有
す
る
資
産
が
一

定
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が
受
給
の
条

件
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
生
活
保
護
の
支
給
申

請
を
す
る
人
が
、
申
請
書
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
記
載
し
、
地
方
自
治
体
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
も
と
に
銀
行
等
に

預
貯
金
の
情
報
を
照
会
す
る
と
い
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ー
を
用
い
た
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
す
る
。

　

例
え
ば
、
Ａ
市
か
ら
Ｂ
市
に
転
居

し
た
Ｃ
さ
ん
に
対
し
て
、
児
童
手
当

の
給
付
を
行
う
際
、
Ｂ
市
は
Ｃ
さ
ん

の
所
得
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
の
で

Ａ
市
に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
用
い
た

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
」
を
用
い
て
照
会
を
行
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
際
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

を
直
接
用
い
る
の
で
は
な
く
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
同
様
に
住
基
コ
ー
ド
か

ら
生
成
さ
れ
た
行
政
機
関
別
の
「
見

え
な
い
符
号
」
を
用
い
て
、
行
政
機

関
の
間
で
情
報
を
や
り
と
り
す
る
。

こ
の
よ
う
に
「
分
散
管
理
」
の
仕
組

み
を
取
る
こ
と
で
、
行
政
機
関
が
保

有
す
る
個
人
の
情
報
が
一
つ
の
番
号

に
よ
っ
て
芋
づ
る
式
に
引
き
出
さ
れ

る
こ
と
を
防
い
で
い
る
。

本
人
確
認
も
必
要
な
た
め

な
り
す
ま
し
は
困
難

　

ま
た
、
仮
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
流

出
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
知
っ
て
い

る
だ
け
で
本
人
に
な
り
す
ま
し
て
税

金
の
還
付
金
や
年
金
な
ど
を
詐
取
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
用
い
た
確
定
申
告
書
や
給
付
申

請
書
等
を
行
政
機
関
に
提
出
す
る
際

に
は
、
必
ず
本
人
確
認
が
求
め
ら
れ

る
か
ら
だ
。

　

も
っ
と
も
、
１
枚
で
身
分
証
の
機

能
も
兼
ね
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

を
紛
失
し
た
り
盗
ま
れ
た
り
し
た
際

に
は
、
そ
の
１
枚
で
本
人
確
認
も
で

き
る
た
め
、
容
姿
等
が
似
て
い
る
人

に
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
こ

の
た
め
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
と
同
じ
か
そ
れ

以
上
に
大
事
に
保
管
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

も
し
紛
失
し
た
り
盗
ま
れ
た
り
し

た
際
に
は
、
紛
失
・
盗
難
等
の
際
の

対
応
を
行
う
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
が
開

設
さ
れ
る
予
定
な
の
で
、
そ
の
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
に
一
刻
も
早
く
連
絡
し

利
用
停
止
の
手
続
き
を
取
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

 

「
一
元
管
理
」
さ
れ
て
い
な
い
た
め

芋
づ
る
式
に
流
出
す
る
こ
と
は
な
い

Q8
流
出
し
た
と
き
の
対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
？

特別
 企画マイナンバー 必須知識の

Q&Aで学ぶ
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